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(57)【要約】
【課題】　電子ペーパに表示された画像を、画質の低下
や操作性の低下を抑制しつつ、印刷すること。
【解決手段】　原稿台に載置される情報表示媒体に表示
された画像を特定するための情報を取得する取得手段と
、前記取得手段が取得した情報に基づいて、前記画像に
対応する画像データを当該画像データが保存された記憶
装置から読み出す読出手段と、前記原稿台に載置される
情報表示媒体のサイズを検知する検知手段と、前記読出
手段によって読み出された画像データを、前記検知手段
によって検知された前記情報表示媒体のサイズに基づい
て印刷する印刷手段とを備えることを特徴とする画像処
理装置。
【選択図】　図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
原稿台に載置される情報表示媒体に表示された画像を特定するための情報を取得する取得
手段と、
　前記取得手段が取得した情報に基づいて、前記画像に対応する画像データを当該画像デ
ータが保存された記憶手段から読み出す読出手段と、
　前記原稿台に載置される情報表示媒体のサイズを検知する検知手段と、
　前記読出手段によって読み出された画像データを、前記検知手段によって検知された前
記情報表示媒体のサイズに基づいて印刷する印刷手段とを備えることを特徴とする画像処
理装置。
【請求項２】
　前記検知手段は、前記原稿台に載置される情報表示媒体のサイズ及び向きを検知し、
　前記印刷手段は、前記読出手段によって読み出された画像データを、前記検知手段によ
って検知された前記情報表示媒体のサイズ及び向きに基づいて印刷することを特徴とする
請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記原稿台に載置される前記情報表示媒体に表示された画像を読み取る読取手段と、
前記読取手段によって読み取られた画像の拡大率を解析する解析手段とをさらに備え、
　前記印刷手段は、前記解析手段により解析された拡大率に基づいて、前記読出手段によ
って読み出された画像データを印刷することを特徴とする請求項１または２に記載の画像
処理装置。
【請求項４】
　前記記憶手段は、前記画像処理装置の記憶手段或いは、ネットワークで接続される外部
装置の記憶手段であることを特徴とする請求項１または２に記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記取得手段は、前記画像を特定するための情報を前記情報表示媒体から無線通信で取
得することを特徴とする請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項６】
画像処理装置の画像処理方法であって、
　原稿台に載置される情報表示媒体に表示された画像を特定するための情報を取得する取
得ステップと、
　前記取得ステップが取得した情報に基づいて、前記画像に対応する画像データを当該画
像データが保存された記憶手段から読み出す読出ステップと、
　前記原稿台に載置される情報表示媒体のサイズを検知する検知ステップと、
　前記読出ステップによって読み出された画像データを、前記検知ステップによって検知
された前記情報表示媒体のサイズに基づいて印刷する印刷ステップとを備えることを特徴
とする画像処理方法。
【請求項７】
　前記検知ステップは、前記原稿台に載置される情報表示媒体のサイズ及び向きを検知し
、
　前記印刷ステップは、前記読出ステップによって読み出された画像データを、前記検知
ステップによって検知された前記情報表示媒体のサイズ及び向きに基づいて印刷すること
を特徴とする請求項６に記載の画像処理方法。
【請求項８】
　前記原稿台に載置される前記情報表示媒体に表示された画像を読み取る読取ステップと
、
　前記読取ステップによって読み取られた画像の拡大率を解析する解析ステップとをさら
に備え、
　前記印刷ステップは、前記解析ステップにより解析された拡大率に基づいて、前記読出
ステップによって読み出された画像データを印刷することを特徴とする請求項６または７
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に記載の画像処理方法。
【請求項９】
　前記記憶手段は、前記画像処理装置の記憶手段或いは、ネットワークで接続される外部
装置の記憶手段であることを特徴とする請求項６または７に記載の画像処理方法。
【請求項１０】
　前記取得ステップは、前記画像を特定するための情報を前記情報表示媒体から無線通信
で取得することを特徴とする請求項６に記載の画像処理方法。
【請求項１１】
請求項６乃至１０のいずれか１項に記載の画像処理方法をコンピュータに実行させること
を特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子ペーパと通信可能な画像処理装置の出力制御に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、入力されるデータを設定される表示形式で表示する情報表示媒体の一例である電
子ペーパと通信可能な画像処理装置が公開されている（下記特許文献１）。本システムに
よれば、画像処理装置が、電子ペーパからデータと表示形式とを取得し、該取得された表
示形式でデータを印刷する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－１４４６７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
電子ペーパに表示されている内容を見た目の通り印刷を行うには画面を従来の原稿をコピ
ーする方法と同様の方法でコピーするのが簡便な方法である。しかしながら、電子ペーパ
を光学的に読み取って印刷した場合、十分な画質が得られない。
　上記特許文献１の画像処理装置では、電子ペーパに表示された画像を印刷する場合に、
画像処理装置と電子ペーパとを専用のインタフェースで接続する必要がある。そのため、
ユーザは、電子ペーパを画像処理装置に接続する必要があり、煩わしかった。また、上記
特許文献１では、印刷原稿サイズの設定や、印刷倍率の設定などを予め電子ペーパに行っ
ておく必要があるため、操作性が低下する要因となっていた。
　本発明は、上記の課題を解決するためになされたもので、本発明の目的は、電子ペーパ
に表示された画像を、画質の低下や操作性の低下を抑制しつつ、印刷する仕組みを提供す
ることである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記目的を達成する本発明の画像処理装置は以下に示す構成を備える。
　原稿台に載置される情報表示媒体に表示された画像を特定するための情報を取得する取
得手段と、前記取得手段が取得した情報に基づいて、前記画像に対応する画像データを当
該画像データが保存された記憶手段から読み出す読出手段と、前記原稿台に載置される情
報表示媒体のサイズを検知する検知手段と、前記読出手段によって読み出された画像デー
タを、前記検知手段によって検知された前記情報表示媒体のサイズに基づいて印刷する印
刷手段とを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明によれば、本発明によれば、電子ペーパに表示された画像を、画質の低下や操作
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性の低下を抑制しつつ、印刷することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】画像処理装置の構成を説明するブロック図である。
【図２】操作部１０７の構成を説明する平面図である。
【図３】電子ペーパの制御部４００の構成を示すブロック図である。
【図４】電子ペーパをスキャナの原稿台に置いた状態を示す平面図である。
【図５】電子ペーパをスキャナの原稿台に置いた状態を示す平面図である。
【図６】画像処理装置のデータ処理手順を示すフローチャートである。
【図７】画像処理部１０８による画像処理状態を説明する図である。
【図８】画像処理部１０８による画像処理状態を説明する図である。
【図９】画像処理部による画像処理で抽出された座標とラベルとの関係を示す図である。
【図１０】画像処理装置のデータ処理手順を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　次に本発明を実施するための最良の形態について図面を参照して説明する。
　＜システム構成の説明＞
　〔第１実施形態〕
　図１は、本実施形態を示す画像処理装置の構成を説明するブロック図である。本例では
、画像処理装置として、複合画像処理を実行する複合機（ＭＦＰ(Multi Function Periph
eral)）の例を示すが、スキャナとプリンタとが通信可能な画像処理システムで構成され
ていてもよい。以下、ＭＦＰ１０００の制御部の主要部分の構成を説明する。
【０００９】
　図１において、１００はメインコントローラ（Main Controller）で、高速なＣＰＵ１
０１及びＣＰＵ１０１が読み書きするＲＡＭ１０２、ＣＰＵ１０１のプログラム格納用の
ＲＯＭ１０３を備える。
　１０４はＩＯ制御部で、種々のＩＯデバイスを制御する。ＩＯ制御部１０４にはネット
ワーク制御部１０５、画像データ等を格納するデータ格納部１０６、装置の操作用パネル
の表示及びキー操作による制御を行う操作部１０７及び、画像処理部１０８、ＣＰＵ１０
１が接続される。
【００１０】
　なお、操作部１０７は、原稿台に載置される原稿又は電子ペーパＥＳが表示する表示デ
ータに対する画像処理モードを設定する。電子ペーパＥＳは、情報表示媒体の一例である
。ここで、画像処理モードには、２ｉｎ１等の各種の画像処理モードが含まれる。
【００１１】
　なお、ＩＯ制御部１０４は、画像情報の保存先がデータ格納部１０６である場合、特定
された情報（ＩＤ情報）に従い画像情報を受信し、画像処理部１０８に出力する。ここで
、画像処理部１０８は、ＩＯ制御部１０４が保存先から受信した画像情報を印刷するため
の画像処理を行う。当該画像処理は、原稿台に載置される電子ペーパＥＳから検知される
原稿のサイズ、載置される原稿の向き、操作部１０７でユーザが設定した画像処理モード
に基づいて、行われる。
【００１２】
　画像処理部１０８は、スキャナ３０１、プリンタ３０２の制御及び必要な画像処理等を
行う。スキャナ３０１から入力された画像データは画像処理部１０８でダイレクトに処理
された後、ＲＡＭ１０２に一時的に保持される。その後、画像データは、データ格納部１
０６に格納される。なお、読取手段として機能するスキャナ３０１は、非接触通信手段３
０１Ａを備える。そして、スキャナ３０１は、原稿台に載置される電子ペーパが表示して
いる表示データに対応する画像情報を特定するためのＩＤ情報を電子ペーパＥＳから非接
触の通信で取得する。このＩＤ情報は、データ格納部１０６に保存された画像情報を特定
する情報として用いられる。
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【００１３】
　なお、非接触通信手段３０１Ａは、後述する図４に示すように非接触通信手段を複数備
えている。また、スキャナ３０１は、原稿台に載置された原稿を光学的に読み取ることが
可能であり、また、後述する電子ペーパＥＳに表示された表示データを画像データとして
読み取ることも可能である。なお、表示された画像は、電子ペーパＥＳの制御部で画像処
理が可能で、スクロールや拡大表示処理がなされる。これは、後述する処理に基づいて、
表示された画像の特徴をスキャナ３０１で読み取り抽出するためである。
【００１４】
　データ格納部１０６に格納された画像データは、ＩＯ制御部１０４の制御により出力が
必要な時に読み出され、再度、ＲＡＭ１０２に一時的に保持される。その後、ＩＯ制御部
１０４は画像データを画像処理部１０８に出力して画像処理を行い、ダイレクトにプリン
タ３０２へ出力する。
　ＣＰＵ１０１は装置全体の制御を行う他、ＰＤＬデータ（プリンタで高速に処理可能な
印刷命令データ）をプリンタ３０２で直接印刷可能なビットマップ形式へ変換を行う。
【００１５】
　ネットワーク２００を経由して情報処理装置から送られたＰＤＬデータはネットワーク
制御部１０５、ＩＯ制御部１０４を経由してＨＤＤ等の大容量な記憶媒体で構成されるデ
ータ格納部１０６に蓄積される。その後、上記の様に、ＣＰＵ１０１にてビットマップ形
式への変換が行われる。ビットマップ形式へ変換を行った後は画像処理部１０８で画像の
階調補正、フィルタ処理、また必要に応じて解像度変換等を行い、プリンタ３０２から印
字出力される。
【００１６】
　また、スキャナ３０１から取り込まれたビットマップデータはＰＤＬデータがビットマ
ップ形式に変換された後と同様に画像処理部１０８で画像の階調補正、フィルタ処理、ま
た必要に応じて解像度変換等を行われる。そして、画像処理された印刷データがプリンタ
３０２に出力され、用紙に印字出力され、コピー動作が実現する。あるいは画像処理部１
０８で画像圧縮が行われた後、ネットワーク制御部１０５を経由して、ネットワーク２０
０に接続されたＰＣに画像データを送信したりすることもできる。
【００１７】
　図２は、図１に示した操作部１０７の構成を説明する平面図である。本例は、ユーザが
操作部１０７上で"コピー"のメニューが選択した場合のコピー設定画面の例を示している
。ＢＴ１は、２ページの原稿を１ページの用紙に配置する２ｉｎ１機能に対応するボタン
である。ＢＴ２は原稿の読み取りをスタートするボタンである。ＢＴ３は、表示する部分
を選択するボタンである。ＢＴ４は、原稿台に載置された原稿が電子ペーパであることを
示すボタンである。
【００１８】
　図２において、ユーザは図２のコピー画面上でコピー倍率、用紙選択、電子ペーパモー
ド選択、表示部分選択、両面、濃度調整、２ｉｎ１等の設定を行う。その後、ユーザは、
操作部１０７上のスタートボタンを押すことによって、原稿読み取りを開始し、所望のモ
ードでコピー出力を実現できる。
【００１９】
　図３は、電子ペーパの制御部４００の構成を示すブロック図である。
　図３において、制御部４００は、操作部５０１により操作された指示内容に従って制御
を行う。
　電源部４０１はバッテリーで構成され、ＣＰＵ４０２、表示メモリ４０３、表示ドライ
バ４０４、非接触通信部４０５、操作部５０１、表示部５０２に電源供給を行う。
【００２０】
　ＣＰＵ４０２は操作部５０１による操作コマンドを受け取り、電子ペーパ全体を制御す
る。ＣＰＵ４０２は、必要に応じて表示メモリ４０３に蓄積された画像データを、表示ド
ライバ４０４を経由して表示部５０２に画像データを必要に応じて送り出す。
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　表示部５０２は一般の電子ペーパで採用されている電極及び、表示粒子等で構成されて
いれば良い。非接触通信部４０５は、公知の無線通信技術や光通信技術を用いて、外部機
器と電子ペーパへのデータの転送やドキュメントＩＤなどの各種情報の受け渡しに用いる
。
【００２１】
　図４は、電子ペーパを図１に示したスキャナ３０１の原稿台に置いた状態を示す平面図
である。なお、本実施形態では、図１に示したＭＦＰのスキャナ３０１の原稿が載置され
る位置の近傍には電子ペーパＥＳの非接触通信部４０５と通信可能な非接触通信手段５１
Ａ、５１Ｂが備えられている。そして、非接触通信手段５１Ａ、５１Ｂは非接触通信部４
０５を介して、電子ペーパとの間で表示データや表示データを特定するためのドキュメン
トＩＤのやり取りが可能である。
【００２２】
　例えば、電子ペーパＥＳは、非接触通信部４０５を介して、電子ペーパＥＳに表示され
た画像に対応するドキュメントＩＤをＭＦＰ１０００に送信することができる。
【００２３】
　また、ＭＦＰ１０００から電子ペーパに情報を送信することも可能である。例えば、Ｍ
ＦＰ１０００のデータ格納部１０６に格納されているＭＦＰ内の画像データはＭＦＰの画
像処理部１０８により電子ペーパに転送可能な解像度に変換されて、電子ペーパに送信で
きる。その後、送信された画像データは、ＩＯ制御部１０４に接続されている前述の非接
触通信手段５１Ａ、５１Ｂを経由して、非接触通信部４０５によって電子ペーパにより受
信される。また、画像データとともにＭＦＰ１０００内で画像データとの対応付けを行う
ためのドキュメントＩＤが非接触通信部４０５へ送信される。
【００２４】
　表示メモリ４０３には、ＭＦＰ１０００から受信した前述の画像データ及びそれに対応
するドキュメントＩＤが蓄積される。
　なお、画像データ及びそれに対応するドキュメントＩＤは、データ格納部１０６ではな
く、ネットワーク２００経由でＭＦＰ１０００と接続された外部機器に蓄積されるように
構成してもよい。
　スキャナ３０１には、コピーを行う原稿のサイズを検知する原稿検知センサ５２～５４
が埋め込まれている。なお、原稿検知センサ５２～５４は、原稿台に載置される原稿のサ
イズを検知する場合に用いられる。また、原稿検知センサ５２～５４は、原稿台に載置さ
れる原稿の向きを検知する。なお、原稿検知センサ５２～５４は、原稿台に電子ペーパＥ
Ｓが載置された場合に、電子ペーパＥＳのサイズ、載置される向きを検知する。
【００２５】
　図４に示すように、現在、原稿台上に埋め込まれている原稿検知センサのうち、左下の
原稿検知センサ５４のみが電子ペーパＥＳを検知している状態である。このため、ＣＰＵ
１０１は、センサの配置の情報と、検知された値により電子ペーパＥＳの原稿サイズがＡ
４（Ａ４縦）であると判定する。
　また、図４の例は、電子ペーパのサイズがＡ４と自動判定され、図２の操作部１０７上
で"２ｉｎ１"に対応するボタンＢＴ１をユーザが選択した状態を示している。
【００２６】
　次に、図４に示した状態で、ユーザがスタートボタンＢＴ２を押すと、ＣＰＵ１０１は
、電子ペーパＥＳに表示されている画像に対応する前述のドキュメントＩＤを非接触通信
手段５１Ａ、５１Ｂより受け取る。そして、ＣＰＵ１０１は、ドキュメントＩＤに対応す
るデータ格納部１０６に格納されているＭＦＰ１０００内の画像データを読み出す。
　図２の操作部上で"２ｉｎ１"が選択されている場合、読み出された画像データをＡ４の
印刷用紙に２ｉｎ１出力するために必要な解像度変換、画像回転を画像処理部１０８で行
う。そして、画像処理後の画像データを印字に必要な画像フォーマットに変換した後、プ
リンタ３０２に印刷データを送り、プリンタ３０２はＡ４用紙を給紙して画像印字を行い
、排紙を行う。
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【００２７】
　図４に示すＭＦＰ１０００では以上の流れに従って電子ペーパＥＳの画像を印字した様
子を示している。
　図５は、電子ペーパＥＳを図１に示したスキャナ３０１の原稿台に置いた状態を示す平
面図である。Ａ４サイズの電子ペーパＥＳが横向きに原稿台に載置された状態を示してい
る。また、電子ペーパＥＳは図４の操作部５０１に表示されていた画像を拡大して三角形
の位置にスクロールした状態であることを示している。従って、図４に示した電子ペーパ
ＥＳの破線で示した図形のうち、左上の三角形が拡大され、操作部１０７によりプレビュ
ーされた状態である。
【００２８】
　図５において、原稿検知センサは図４に示した時と異なり、左下の原稿検知センサ５４
は用紙を検知せず、右上の原稿検知センサ５２によってのみ電子ペーパＥＳを検知する。
このため、ＣＰＵ１０１は電子ペーパＥＳのサイズをＡ４Ｒ（Ａ４横）と判定する。
【００２９】
　また、本例では、ユーザが操作する図２に示した操作部１０７上で倍率が選択され、"
Ａ４Ｒ　→　Ａ３"の拡大モードが選択されている。
　このような状態で、ユーザが図５の状態でスタートボタンＢＴ２を押すと、電子ペーパ
ＥＳに表示されている画像に対応する前述のドキュメントＩＤを非接触通信手段５１Ａ、
５１Ｂで読み取る。そして、ＣＰＵ１０１は、読み取られたドキュメントＩＤに対応する
データ格納部１０６に格納されているＭＦＰ１０００内の画像データをＲＡＭ１０２上に
読み出す。
【００３０】
　また、図２に示す操作部１０７上で"表示部分選択"に対応するボタンＢＴ３が選択され
ているため（この場合、三角形の部分）、電子ペーパＥＳに表示されている選択されたイ
メージをスキャナ３０１が読み取る。
　この際、電子ペーパＥＳ上で画像が拡大、スクロールされていることを、画像処理部１
０８がスキャナ３０１でスキャンされた画像の特徴により自動検出する。このため、ＣＰ
Ｕ１０１は、検出された画像の特徴に合わせた部分のみ画像データをデータ格納部１０６
から読み出して、ＲＡＭ１０２に保持する。例えば、ＣＰＵ１０１は、ドキュメントＩＤ
に対応する画像をＨＤＤ１０６から読出し、読み出された画像に含まれる画像のうち、ス
キャンされた画像の特徴に類似する特徴を持つ画像をＲＡＭ１０２に保持させる。
【００３１】
　そして、読み出された画像データはＡ４Ｒの向きのまま、Ａ３用紙に拡大出力可能な解
像度に画像処理部１０８で変換を行った後、プリンタ３０２に印刷データを送る。プリン
タ３０２は、Ａ３用紙を給紙して画像印字を行い、排紙を行う。図５は以上の流れに従っ
て、画像データを印刷した様子を示している。
【００３２】
　図６は、本実施形態を示す画像処理装置におけるデータ処理手順の一例を示すフローチ
ャートである。本例は、図１に示したスキャナ３０１で読み取られた画像データの特徴を
抽出する処理例である、なお、Ｓ６０１～Ｓ６０５は各ステップを示す。また、各ステッ
プは、ＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０３に記憶された制御プログラムをＲＡＭ１０２にロード
して実行する。
　まず、ＣＰＵ１０１は、Ｓ６０１で画像処理部１０８にＲＡＭ１０２に保持される画像
データのエッジ抽出を実行させる。なお、抽出の方法は一般に用いられているエッジ抽出
フィルタ等の手段を用いれば良い。
【００３３】
　次に、Ｓ６０２において、画像処理部１０８に、抽出されたエッジ部を生成する画素の
近傍探索を行い、つながりのある画素の追跡を実行させる。そして、Ｓ６０３で、画像処
理部１０８に、画素の追跡を行うとともに、つながりのあると見なされた画素群に対して
はラベリング（画素群に対するラベル付け）を行う。
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　次に、Ｓ６０４で、画像処理部１０８は、ラベリングされた後はそれぞれの画素群の存
在する座標情報抽出を行う。そして、Ｓ６０５で、画像処理部１０８は、画素群の存在範
囲を特徴情報として保存して、本処理を終了する。
【００３４】
　図７は、図１に示した画像処理部１０８による画像処理状態を説明する図である。本例
は、画像データの画素群の存在範囲が（ｘ１，ｙ１）～（ｘ２，ｙ２）であることを示し
ている。これにより、対象の画像の大きさやオフセット（スクロールの状況）を把握する
ことができる。
【００３５】
　図８は、図１に示した画像処理部１０８による画像処理状態を説明する図である。
　この特徴情報抽出処理は、同一サイズの画像に対して、画像の識別を行う目的で実行さ
れる。具体的には、画像のヒストグラム情報を抽出する方法で、図８の様に画像の特定の
サンプリングライン上に存在する画素の濃度平均値をヒストグラムデータとして保存する
。これによって、画像の濃度分布の特徴から画像を特定することができる。
　図９は、図１に示した画像処理部１０８による画像処理で抽出された座標とラベルとの
関係を説明する図である。本例は、図６に示した特徴情報抽出処理によって抽出してデー
タベースとして保持した例を示す。データ格納部１０６に保持されるデータベースは、ラ
ベリングされた画素群毎に画像の存在範囲（座標）、サンプリングライン毎の濃度ヒスト
グラムデータで構成されている。図１０に示すｘ１、ｙ１、ｘ２、ｙ２が画像の存在範囲
（座標）を示し、ｄ１～ｄＮが、濃度イストグラムデータを示している。
【００３６】
　図１０は、本実施形態を示す画像処理装置（ＭＦＰ１００）がスキャナに載置された原
稿を読み取る場合の処理手順を示すフローチャートである。なお、Ｓ７０１～Ｓ７１１の
各ステップは、コンピュータのＣＰＵ１０１がＲＯＭ１０３に記憶された制御プログラム
をＲＡＭ１０２にロードして実行する。
【００３７】
　まず、Ｓ７０１で、図２の操作部において、ユーザがスタートボタンＢＴ２を押下され
たかどうかをＣＰＵ１０１が判断する。ここで、スタートボタンＢＴ２を押下されたとＣ
ＰＵ１０１が判断した場合は、Ｓ７０２で、電子ペーパキーＢＴ４が押されて電子ペーパ
モードが選択された状態かどうかＣＰＵ１０１が判断する。
　ここで、電子ペーパモードが選択されていないとＣＰＵ１０１が判断した場合は、Ｓ７
０３へ進み、通常のコピーと同様、電子ペーパＥＳの画面をそのままスキャンする。そし
て、Ｓ７１０で、プリンタ３０２へ読み取った画像データを出力することでハードコピー
を行い、本処理を終了する。
【００３８】
　一方、Ｓ７０２で、電子ペーパモードが選択されたとＣＰＵ１０１が判断した場合は、
Ｓ７０４へ進む。そして、Ｓ７０４で、電子ペーパＥＳが表示されている画像に対応する
前述のドキュメントＩＤを取得するため、前述の非接触通信が可能かどうかをＣＰＵ１０
１が判断する。ここで、非接触通信が可能であるとＣＰＵ１０１が判断した場合は、Ｓ７
０５へ進む。
　そして、Ｓ７０５で、ＣＰＵ１０１は、非接触通信により電子ペーパＥＳからドキュメ
ントＩＤを取得する。そして、ＣＰＵ１０１は、取得したドキュメントＩＤに基づいて、
電子ペーパＥＳが表示されている画像に対応するデータ格納部１０６に保存されている複
数のドキュメントの中から前述のドキュメントを特定する。
【００３９】
　一方、Ｓ７０４で、非接触通信が可能でないとＣＰＵ１０１が判断した場合は、Ｓ７０
６へ進む。そして、Ｓ７０６で、電子ペーパＥＳの画像内にドキュメントＩＤを示すバー
コードが検出可能か否かをＣＰＵ１０１が判断する。このバーコードは、ＨＤＤ１０６に
格納されたドキュメントを特定するドキュメントＩＤを示すものであり、あらかじめ電子
ペーパに画像データを送信する際に、画像に付加しておけばよい。
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　ここで、バーコードが検出可能であるとＣＰＵ１０１が判断した場合は、Ｓ７０７で、
バーコードにより示されるドキュメントＩＤを取得する。そして、ＣＰＵ１０１は、取得
したドキュメントＩＤに基づいて、電子ペーパＥＳに表示されている画像に対応するドキ
ュメントを特定する。
【００４０】
　一方、Ｓ７０６で、バーコードを検出可能でないとＣＰＵ１０１が判断した場合は、Ｓ
７１１で、電子ペーパＥＳの表示部５０２をスキャナ３０１でスキャンする。そして、Ｓ
７１０で、ＣＰＵ１０１はスキャナ３０１で読み取られた画像をプリンタ３０２で印刷し
、本処理を終了する。
【００４１】
　Ｓ７０５、Ｓ７０７でドキュメントＩＤを取得した場合、Ｓ７０８で、電子ペーパＥＳ
の表示部５０２をスキャナ３０１でスキャンする。そして、Ｓ７０９で、特定されたドキ
ュメントＩＤと図９に示したデータを元に座標情報から、濃度分布比較を行って電子ペー
パが表示されている画像の領域、表示されている画像の拡大率などを特定する。
　なお、画像の拡大率は、図９に示す例えばＬａｂｅｌ　ｎの座標データより、（Ｙｎ－
Ｙｎ＋１）／（Ｘｎ－Ｘｎ＋１）でＣＰＵ１０１が算出する比率の近似度により類似ラベ
ルを探す。そして、ＣＰＵ１０１は、類似ラベルとのＸｉ－Ｘｉ＋１の長さの比率で拡大
率を解析する。
　次に、ＣＰＵ１０１は、想定された画像の拡大率に応じてサンプリングライン数を互い
に揃え、その状態でヒストグラム値を比較して、比較している画像データが互いに対応し
ているものかどうかを判別する。
【００４２】
　また、図９に示す座標情報は、前述の通り、電子ペーパＥＳ上での画像の拡大率、オフ
セット（スクロールの状況）を判断するためにも用いることができる。
　そして、Ｓ７１０で、ＣＰＵ１０１は、特定されたドキュメントを、Ｓ７０９で特定さ
れた拡大率で画像処理された印刷データをプリンタ３０２へ出力して印刷し、本処理を終
了する。これによって、電子ペーパＥＳに表示されている状態と同じ状態の画像を高画質
で印刷できる。
【００４３】
　以上の説明の通り、電子ペーパに表示されている内容を通常のコピーを取る時と同じ操
作を行うことによって、簡単に所望の状態のコピーを行うことができる。なお、ユーザに
よって"Ａ４Ｒ　→　Ａ３"のように拡大率が別途指定されている場合、Ｓ７０９で解析さ
れた拡大率に加えて、ユーザによって指定された拡大率によって画像を拡大して印刷すれ
ばよい。電子ペーパＥＳに表示されている状態と同じ状態の画像をＡ３の用紙に印刷する
際に、ユーザによって指定された拡大率に従って拡大して印刷することができる。
【００４４】
　なお、上記実施形態では、電子ペーパＥＳが表示データを１ページ分表示する場合につ
いて説明したが、表示データを複数ページ分表示したものを保存し、保存した表示データ
に基づいて、まとめて印刷するようにしてもよい。このとき、ＣＰＵ１０１は、図１０に
示すＳ７０４～Ｓ７１０の処理を複数ページ分繰り返すことで画像処理装置が実行する画
像処理モードに対応した画像処理を行える。つまり、複数のページを１枚の用紙に出力す
るプリントする処理や、複数のページを両面プリントする処理、これらの組み合わせ等に
対応することができる。
【００４５】
　また、電子ペーパが複数のページの画像データを保持しており、それら複数ページ分の
画像データを印刷したい場合、ＭＦＰ１０００は、それら複数ページを示すドキュメント
ＩＤに基づいて画像データを印刷してもよい。その場合、ユーザは、不図示の複数ページ
モードを指示するボタンを押した状態で、電子ペーパＥＳを原稿台にセットし、スタート
キーを押す。その後、ＭＦＰ１０００のＣＰＵ１０１は、複数ページ分のドキュメントＩ
Ｄを電子ペーパＥＳから取得する。その後、ＣＰＵ１０１は、電子ペーパＥＳのＣＰＵ４
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０２と通信を行い、電子ペーパに表示されているページを１ページずつ切替えながら表示
されたデータを読取り、Ｓ７０４～Ｓ７１０の処理をする。それによって、複数のページ
からなるドキュメントを印刷する際に、ユーザは、１ページずつ電子ペーパの表示を切替
える操作をせずとも、表示されているドキュメントに対応する複数のページを容易に印刷
することができる。
【００４６】
　また、ここでは電子ペーパに表示されている画像データが、画像処理装置に蓄積されて
いる例について説明したがこれに限らない。電子ペーパから表示されている画像の元のデ
ータを外部のＰＣなどから取得し、スキャナで読み取った画像と同様の比較をすることに
よって印刷するようにしてもよい。これによって、元のデータから電子ペーパに表示され
ている画像と同じ状態の高画質の印刷用画像データを作成することができる。
　また、保存先が情報処理装置や他の画像処理装置である場合に、設定された画像処理モ
ードに対応した処理を依頼し、当該画像処理モードに対応した画像処理がなされた印刷デ
ータを取得するように構成してもよい。これにより、プリンタ３０２が画像処理して印刷
を完了するまでに要する処理時間を短縮することも可能である。
　本発明の各工程は、ネットワーク又は各種記憶媒体を介して取得したソフトウエア（プ
ログラム）をＣＰＵなどの処理装置にて実行することでも実現できる。
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨に基づき種々の変形（
各実施形態の有機的な組合せを含む）が可能であり、それらを本発明の範囲から除外する
ものではない。
　本発明の様々な例と実施形態を示して説明したが、当業者であれば、本発明の趣旨と範
囲は、本明細書内の特定の説明に限定されるのではない。
【符号の説明】
【００４７】
１００　メインコントローラ
１０１　ＣＰＵ
１０２　ＲＡＭ
１０３　ＲＯＭ
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